
項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1
京都府地域医療支援センター（KMCC）を中心とした大学・病院・関係団体間の連携
によるオール京都体制での医師のキャリア形成支援、医師派遣等総合的な医師確保
対策の取組の充実・強化

1 総合的な医師確保対策の充実 1
全ての地域において質と量
を両立させた医療提供体制
の確保

2
医学生・研修医・専攻医等のそれぞれの段階におけるキャリア形成支援を通じた若
手医師の確保

3 臨床研修や専門研修における広報活動の強化

4 医師確保対策における国への政策提案・要望等の実施

5
自治医科大学卒医師や地域枠医師の配置を通じた医師確保困難地域への医療機関へ
の医師派遣

2
医師の地域偏在に向けた対策の
充実

6 自治医科大学卒医師や地域枠医師の地域医療に対する意識の醸成

7 医師確保困難地域をローテーションする臨床研修及び専門研修プログラムの策定支援

8
医師確保困難地域で勤務する医師確保に対する研修・研究支援に係る事業や大学院
医学研究科への学費免除等の施策

9 ICTを活用した地域医療ネットワークの展開

10
産婦人科・小児科等の医師確保が困難な診療科における臨床研修・専門研修プログ
ラムの充実や地域医療確保奨学金による特別加算制度の充実

3
医師の診療科偏在に向けた対策
の充実

11 産婦人科医の勤務環境改善

12 ICTを活用した地域医療ネットワークの展開

13 医師の働き方改革の適用に係る超過勤務の縮減や勤務環境改善の促進 4
医師の働き方改革を踏まえた対
策の充実

14 京都府医療勤務環境改善支援センターと連携した病院訪問等各医療機関への支援

15 医師の負担軽減のためのタスクシェア・シフトの支援

16 ICTを活用した地域医療ネットワークの展開

ロジックモデル（第１章１（１）　医師確保）



項番 項番 項番

1

1

2

2

3

4

　歯科医師確保の推進

ロジックモデル（第１章１（２）　歯科医師）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

　歯科医師が不足する地域における歯科医師の
確保

　歯科保健事業を通じた多職種連携の推進

1
全ての地域において質と量を良質させた歯科保健医療
体制の確保

　歯科医師の資質の維持・向上の推進

　歯科医療を通じた医科歯科連携の推進

　在宅における訪問歯科診療や、糖尿病の重症
化予防等全身管理、周術期の口腔管理など、専
門分野に関する人材育成研修の支援



項番 項番 項番

薬剤師不足地域の高校生等を対象とした未来の薬剤師セミ
ナーや薬剤師の実務体験実施

リカレント研修

薬剤師の募集に係るポータルサイトの構築

病院薬剤師セミナーの開催

京都府薬剤師会学生会員の募集

薬学生薬学実習の強化

ロジックモデル（第１章１（３）　薬剤師）

1

未来の薬剤師育成の取組

1 1

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

薬剤師が不足する地域における薬剤師の確保と偏在の解消

薬剤師が不足する業態（特に病院薬剤師）における薬剤師の確保

圏域に関わらず、同等の医療（薬物療法）の提供を受けることが可
能な状態

2

離職中薬剤師の復帰支援

3

京都府薬剤師会との連携

2



項番 項番 項番

1 1

2 2 1

3 3

4

圏域かかわらず必要な看護の提供を
受けることができる

ロジックモデル（第１章１（４）看護職員）

分野アウトカム

　養成の充実 　看護職員数の確保

個別施策 中間アウトカム

　資質の維持・向上 京都府内における再就業の促進

　再就業の促進

　確保・定着の推進 　看護職員の資質の向上



項番 項番 項番

ロジックモデル（第１章１（７）　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）

1

1

3

4

北部地域や介護・福祉施設を含めたリハビリテーション就業フェ
アの開催

府内の高校生及び進路指導教員へリハビリテーション専門職の業
務内容を紹介

2

2

リハビリテーション専門職の質の向上

養成施設修学者に対する就修学資金貸与（不足地域等対象を重点
化）

5

6

中間アウトカム 分野アウトカム

リハビリテーション専門職（特に作業療法士、言語聴覚士）の更
なる確保とともに、数が少ない地域や分野（介護分野、在宅リハ
ビリテーション等）での増加

急性期から回復期、維持・生活期まで継続した、更なるリハビリ
テーションの充実

誰もが住み慣れた地域で、在宅リハに対応する医師（かかりつけ
医等）が適切にリハの指示をだし、それに対応できるリハビリ
テーション専門職がいる病院・施設が充実し、在宅で安心して暮

らせる

1

在宅リハビリテーション研修、訪問リハビリテーション事業所連
絡会の開催等

養成施設と医療機関、介護・福祉施設等との意見交換会の開催

質の向上を図るとともに、領域拡大などの課題解決に向けた各種
研修の開催（北部専門職技術研修、市町村・地域包括支援セン
ター等への派遣人材の養成研修、認知症対応研修、障害児施設等
での実地研修、摂食嚥下等障害対応研修　等）

2

個別施策



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1
地域特性に応じた健康づくり事業の推進のため、市町村における配置促進に関する
必要な助言や情報提供を行うとともに、資質向上に向けた研修を実施

1
人材の確保、資質の向上、体制
の整備

1
どこに住んでいても望まし
い栄養指導の提供を受ける
ことができる

2
特定給食施設における栄養管理の推進のため、管理栄養士・栄養士の更なる配置促
進に向けて情報提供を行うとともに、資質向上に向けた研修を実施

3
在宅における療養の増加に対応するため、在宅療養者への質の高い訪問栄養食事指
導に必要な能力を有する管理栄養士の育成を目的とした関係団体が行う研修を支援

ロジックモデル（第１章１（１０）管理栄養士・栄養士）



項番 項番 項番

施設の拡充

京都府総合リハビリテーション連携指針の推進

リハビリテーション従事者の確保・育成

急性期から回復期、維持・生活期まで継続した、更なるリハビリ
テーションの充実

誰もが住み慣れた地域で、在宅リハに対応する医師（かかりつけ
医等）が適切にリハの指示をだし、それに対応できるリハビリ
テーション専門職がいる病院・施設が充実し、在宅で安心して暮
らせる。

16

4

17

訪問リハビリテーション事業所の新規開設等の支援

先端的なリハビリテーション機器・介護機器の情報発信と活用促
進

18 5

令和元年10月策定の「京都府総合リハビリテーション連携指針」
に基づき施策を推進するとともに、学識経験者や医療・介護・福
祉に関わる関係団体等の意見を踏まえ、必要に応じて改定を行
う。

在宅リハビリテーション研修、訪問リハビリテーション事業所連
絡会の開催等

養成施設と医療機関、介護・福祉施設等との意見交換会の開催

質の向上を図るとともに、領域拡大などの課題解決に向けた各種
研修の実施（北部専門職技術研修、市町村・地域包括支援セン
ター等への派遣人材の養成研修、認知症対応研修、障害児施設等
での実地研修、摂食嚥下等障害対応研修　等）

10

11

12

養成施設修学者に対する修学資金貸与（不足地域等対象を重点
化）

北部地域や介護・福祉施設を含めたリハビリテーション就業フェ
アの開催

府内の高校生及び進路指導教員へリハビリテーション専門職の業
務内容を紹介

13

14

15

9

京都府立医科大学「リハビリテーション医学教室」による専門
医・認定臨床医の養成

京都府リハビリテーション教育センターによるかかりつけ医等へ
の研修実施（サポート医の養成）

7

8

障害児者リハビリテーションを担う人材に対する研修会の実施

小児リハビリテーション関連施設一覧の発行と活用

3

5 2リハビリテーション専門職等に対する認知症研修・講習会の実施 認知症の人や障害児・者に対する支援の充実

6

3

2

4

医療介護連携調整事業

京都府地域リハビリテーション連携推進会議の開催

ロジックモデル（第１章２　リハビリテーション体制の整備）

1 1

1

2

地域における連携体制の整備、地域包括ケアの推進

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

地域リハビリコーディネート事業

リハビリ専門職地域人材養成・派遣支援事業



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1
外来医師多数区域で開業を希望する者に対して、診療所の偏在・不足状況等の情報
が容易に入手できるようにする

1
地域ごとの診療所の偏在・不足状況を
可視化し偏在の是正につなげる

1
全ての地域において質と量を両立させ
た医療提供体制の確保

2
「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基幹的に担う医療機関（紹介受診重
点医療機関）の明確化

2
外来医療における機能分化・連携の推
進

3
外来医師多数区域における新規開業者に対しては、医師会や関係団体等と連携し、
在宅医療に係る研修への参加を促す

3 「かかりつけ医機能」の推進

4
在宅医療を担う診療所医師が不足する地域については、病院や訪問看護ステーショ
ンと診療所の連携による在宅医療の確保に向けた取組みを支援する

5
在宅医療を拡充するため、多職種による在宅医療連携体制を構築する研修事業、
ネットワーク形成事業等を展開する各団体の取組を支援。

6
地域包括ケアシステムを推進するため、各地域の実情に応じた拠点整備等に取組む
地区医師会の取組を支援

7
高齢化の進展に伴って増加する医療依存度の高い在宅高齢者等に対し、より質の高
い在宅医療サービスを提供するため、医療機関等が行う機器整備等を支援。 

ロジックモデル（第１章３（１）　外来医療）



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1 共同利用の積極的な推進 1 医療機器の効率的な活用 1
全ての地域において質と量を両立さ
せた医療提供体制の確保

2 地域医療支援病院における登録医療機関の増加

ロジックモデル（第１章３（２）　医療機器の効率的な活用）



B：中間アウトカム・指標 A：分野アウトカム・指標

患者や患者を取り巻くすべての人々からの相談対応や連携の体制が整備されてい

ること。
府民への質の高い安全な医療の提供

医療安全支援センターにおける医療安全の推進

Ｃ：初期アウトカム・指標

医療提供施設における医療の安全を確保する

ロジックモデル（第２章１医療安全）



項番 項番 項番

地域連携薬局の認定推進による薬薬連携の強化

副作用報告制度の活用等の安全対策に関する啓発促進

薬局における適切な医薬品の安全管理

医薬品の安全性に係る情報提供と適正使用の推進

医薬品供給に不測の事態が生じた場合の適切な対応

1

4

府民に対する医薬品の適正使用の啓発推進

5 4

2 2

3

薬局等における医薬品の安全性に係る情報提供の徹底

3

安全管理に係る指針・手順書に基づく薬局の安全管理徹底

医薬品等供給状況について、府医師会、府医薬品卸協会等の関係機
関と情報連携

医薬品の安全性が確保され、安全な使用のために必要な情報提供の
ある状態

ロジックモデル（第２章９（１）：医薬品等の安全確保）

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

医薬品製造業者等への監視指導徹底1 1医薬品製造業者等からの不良医薬品の流通の排除



項番 項番 項番

ロジックモデル（第２章９（２）：安心して医薬品等を使用できる環境の充実）

中間アウトカム

薬剤師の資質向上

薬剤師と多職種の連携強化

薬局の機能強化

府民が、薬局の有する機能を踏まえ、自らかかりつけ薬剤師・薬局
を選択し、日々の健康維持・増進のための健康サポートを含め、服
薬情報の一元的・継続的な管理の下、安心して適切に医薬品等を使
用できる状態

分野アウトカム

3

2

1

1

6

個別施策

在宅医療に対応できる薬剤師の養成

薬剤師の健康サポート能力の向上

入院と外来・在宅医療の間での適切な情報共有（薬薬連携、病病連
携等）、ポリファーマシー（多剤投与）への対応等を目的とした薬
剤師の情報連携力・体制の強化

地域連携薬局の認定推進、普及啓発

専門医療機関連携薬局の認定推進、普及啓発

健康サポート薬局の届出推進、普及啓発

4

5

2

3

1



項番 項番 項番

大学生のボランティア団体から同世代の若者に献血への協力
を呼び掛け

高校への献血バスの派遣

献血予約アプリやWEB予約の普及

市町村との連携の下、中学生等を対象としたパンフレットの
配付や講師の派遣等による啓発

ロジックモデル（第２章９（３）：血液の確保）

2

若者が献血しやすい環境の整備

3

将来の献血者への啓発

分野アウトカム中間アウトカム個別施策

将来にわたる継続的な献血協力者の確保
必要な献血量が確保でき、血液製剤が安定的に供給され
る状態

1

若年層への献血の呼びかけ

1 1



項番 項番 項番

保険者による差額通知事業等の実施

後発品切り替えのメリット等の調査・分析

京都府におけるフォーミュラリーの普及状況、効果、課題等の把
握、分析

病院を中心としたフォーミュラリーの普及及び地域の薬局との共
有

2

京都府医師会、京都府薬剤師会等の医療関係者及び国保連等の保険関係
団体などとの意見交換

2

3

フォーミュラリーの普及

3

医療・保険関係者間の情報共有・意見交換（継続）

分野アウトカム

ロジックモデル（第２章９（４）：後発医薬品の適正な普及）

4 4

1

京都府薬剤師会や薬局から府民向けに後発品の正しい情報を普及啓発

1 1
府民が後発医薬品について正しく理解し、安心・安全で低価格な
医薬品を服薬できる状態

有効性、安全性及び費用対効果を考慮したフォーミュラリーの活
用

患者や府民に向けた後発医薬品の正しい情報の普及啓発

後発医薬品の安全性確保京都府内の後発医薬品メーカーの継続的な立入検査等

個別施策 中間アウトカム



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1 小児医療機関間の連携の強化 1 各地域における小児医療体制の向上

2 小児救急体制について、連日(平日夜間･休日)確保の維持 2 小児救急搬送体制の強化

3 小児救急医療電話相談体制の維持・確保 5 24時間365日対応可能な小児医療体制の整備

4 災害、新興感染症の発生時に備えた小児医療体制の整備 3
災害、新興感染症の発生時に備えた小児医療体制
の構築

5 災害時、小児医療機関間の連携強化

6 キャリア形成プログラムの適用を受ける地域枠入学者の配置 4 小児科医の確保・地域偏在対策

ロジックモデル（第２章２　小児医療）



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1
周産期母子医療センターにおける在宅移行支援の体制整
備

1 NICUから円滑に退院できる環境を整備する 1
NICU入院児とその家族が、退院後も必要なサービスを受け
ながら、在宅で療養生活を継続できる

2 医療的ケア児コーディネーターの養成・配置

3
周産期母子医療センターと市町村・保健所との連携体制の
整備

4 在宅療養に係る医療体制の整備 2 在宅療養を支えるための医療サービス活用を推進する 2
医療的ケア児とその家族が、望む場所でその子らしく、安
全・安心に生活することができる

5 保護者の利用しやすい在宅児童福祉サービスの構築 3 在宅療養を支えるための福祉体制を整備する

6 小児在宅療養を支える従事者確保の支援 4 在宅療養を支えるための母子保健体制を整備する

7 医療的ケア児を対象とする母子保健サービスの充実

8 医療・福祉・保健の連携によるサービスの実施

9 災害時対応の整備 5
地域で医療的ケア児や家族が安心して生活できる環境を整
備する

在
宅
移
行
の
推
進

在
宅
療
養
環
境
の
整
備

ロジックモデル（第２章２（３）医療的ケア児の在宅支援）



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1 各医療機関が有する医療機能に応じた機能の分担による空床利用の最適化 1
総合・地域周産期母子医療センターを中心とした
搬送体制や受入体制の強化

1
24時間365日安心・安全な分娩が可能な体制の確

保

2
各センターの空床状況等受入体制に関する最新の情報をネットワーク内で常に共有
できるよう、周産期医療情報システムの積極的な活用

3 後方搬送受入協力病院制度による、急性期を脱した患者の後方搬送及び空床確保

4
「広域搬送調整拠点病院」（京都第一赤十字病院）を中心に、府県域を越える搬送
が迅速かつ適切に対応できる体制の確保

5 周産期医療ネットワーク基盤整備事業による妊産婦の患者情報の共有 2 分娩取扱医療機関間の連携の強化

6 京都府地域医療支援センター（KMCC）や地域医療確保奨学金制度の活用 3 産科医療従事者の確保

7
大学や医療機関と連携した専門研修プログラムの充実、地域医療確保奨学金による
特別加算制度

8
分娩手当の支給や当直手当の維持・拡充、産婦人科専攻医に対する研修手当の支給
等
処遇改善の促進

9 産科医療への従事割合が高い女性医師の離職防止を図る

10 助産師養成所への支援等による助産師確保対策の充実

11 周産期専門医の確保

12
災害時小児周産期リエゾンの養成や周産期医療協議会での受入体制の協議など、災
害
時や新興感染症の発生・まん延時の連携体制構築

4
災害時や新興感染症の発生・まん延時に備えた周
産期医療体制の整備

ロジックモデル（第２章３　周産期）



項番 項番 項番

1 1 1

2

3

4

5

6

7 2

8

ロジックモデル（第２章４：救急医療）

ドクターヘリやドクターカーの活用を検討

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

効率的・効果的な救急搬送体制の構築

救命救急センターの追加指定

高度救命救急センターの指定

救急安心センターきょうと事業（＃7119）による電話相談体
制の確保

高度化･専門化する救急医療に対応した医師・看護師・救急救
命士等の養成及び確保の推進

救急講習会や、救急医療の適正な利用、府民による救急蘇生
法の実施及びAEDの使用の促進、ドクターヘリについて普及啓
発を推進

救急医療情報システムによる、救急診療の可否、空床の有無
に係る医療機関や消防機関等へのリアルタイムな情報提供の
実施

高度救急業務推進協議会等を活用した関係機関の連携強化、
初期･二次･三次の各段階における救急医療が適切に機能する
体制を整備

地域における救急医療機関の役割の明確化 全ての救急患者に対応できる救急医療体制の構築



項番 個別施策 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

関係機関間の連携の強化 1
保健医療福祉調整本部機関間に
おける多職種連携の推進

1
災害急性期において必要な
医療提供体制の構築

保健医療福祉調整本部及び支部における活動を想定した訓練の実施を検討

新興感染症に対応できる人材の育成 2
新興感染症発生・まん延時におけ
る医療提供体制の構築

新興感染症に対応できる人材派遣体制の構築

ＤＭＡＴ隊員及びDPAT隊員の養成及び技能維持 3
災害拠点病院及び災害拠点病院
以外の病院にそれぞれの役割に
応じた医療提供体制の構築

災害拠点病院以外における病院における耐震化の推進

災害拠点病院以外における病院におけるＢＣＰ策定の推進

災害拠点病院以外の病院におけるＥＭＩＳ入力の推進

災害拠点病院以外の病院へのＥＭＩＳ操作方法の周知

災害拠点病院以外における病院における非常用自家発電設備整備の推進

災害拠点病院以外における病院における給水設備整備の推進

医薬品等関係団体との協定等による医薬品等の確保、災害時における医薬品等の流通経
路確保

4
災害時医薬品等の確保と供給体制の
強化

災害薬事コーディネーターの養成・確保

風水害を想定したＢＣＰ策定の推進 5
浸水想定区域等に所在する病院
における浸水対策の強化

風水害を想定した浸水対策の推進

6 医療コンテナの導入に係る必要性について検討 6
医療コンテナの災害時における活
用の推進

関係機関間の連携の強化 7 原子力災害医療体制の強化

原子力災害医療の知識を有する人材の育成

原子力災害医療に対応できる人材派遣体制の構築

緊急時医療センターの運用や広域搬送を想定した訓練の実施

安定ヨウ素剤の配布を迅速かつ円滑に行う体制の構築

ロジックモデル（第２章５：災害医療）

7

1

2

3

4

5



項番 項番 中間アウトカム 項番 分野アウトカム

1 1
京都府立医科大学、京都府中北部病院病院長、各
医局教授等の関係機関との連携推進

2 2
医師確保困難区域における医師の確保及び勤務環
境の改善

3 3 へき地医療対策の企画、調整及び医師の育成

4 4 地域医療に対する意欲の醸成

5 5
各種広報媒体を活用した京都府内で働きたい医師
の確保

6 6 地域偏在や診療科偏在の解消に係る要望等の実現

ロジックモデル（第２章７：へき地医療）

個別施策

自治医科大学卒医師や地域枠卒医師に、キャリア形成プログラムを適用することで、地域医療を担う人材と
して育成する

自治医科大学卒医師や地域医療確保奨学金貸与者が、義務年限後も府内の医師確保困難区域で継続して、勤
務することができるよう環境整備を行う

医師確保対策、医師臨床研修制度や専門医制度等、引き続き地域偏在や診療科偏在の解消に向けた制度とな
るよう、国への政策提案、要望等を実施する

1
地域の医療受給を踏まえた医師偏在解消の取り組みや将
来不足が予想される診療科等についても、医療を受ける
ことができる

京都府立医科大学附属北部医療センターにおいて、へき地医療支援機構としての機能の充実・強化を図り、
へき地医療対策の企画・調整を行うとともに、各種事業を円滑かつ効率的に実行する

地域医療に対する意欲を醸成し、互いに顔の見える関係を構築するため、自治医科大学生、地域枠、地域医
療枠の学生に対して、地域医療体験実習等を実施する

ホームページや各種雑誌、就職説明会など様々な媒体を活用した広報活動により、京都府内で働きたい医師
を募集し、京都府内で勤務する医師を確保する



項番 項番 項番 項番 最終アウトカム

1 1 1 1
感染拡大を可能な限り抑制し、府民の生命
及び健康を保護する

2

3 2

4

5

6

7

8 3 2

9

10 4

11

中間アウトカム 分野アウトカム

新興感染症に関する情報収集及び分析
府民等が感染症に対する理解を深め、適切な行
動を取っている

新興感染症等の感染拡大が抑制されている

健康フォローアップセンターの整備

ロジックモデル（第２章６　新興感染症発生・まん延時における医療）

入院医療体制の整備

搬送（救急搬送）体制の整備 入院が必要な患者等が適切な医療を受けられる 症状に応じた医療提供体制が確保されている

後方支援医療機関の確保

自宅・宿泊・高齢者施設等療養者への医療提供
体制の整備

入院を要しない患者等が適切な医療を受けられ
る

広報・相談窓口等の情報提供体制の整備

診療体制の整備
保健所や保健環境研究所と連携し、患者等の特
定や適切な感染対策ができている

検査体制の整備

積極的疫学調査の実施

保健所や感染症対応サポートチーム等による集
団発生時の対策支援

個別施策



項番 項番 項番 項番 最終アウトカム

1 1 1 1
感染拡大を可能な限り抑制し、府民の
生命及び健康を保護する

2

3

4 2

5

6 3 2

ロジックモデル（第３章３（４）：感染症対策）

入院医療体制の整備
入院を要する患者等が適切な医療を受けられ
る

症状に応じた医療提供体制が確保されている

個別施策 中間アウトカム 分野アウトカム

HIV、梅毒、結核等に関する情報収集及び分
析

府民等が感染症に対する理解を深め、適切な
行動を取っている

感染症等の感染拡大が抑制されている

検査体制の整備

積極的疫学調査の実施

広報・相談窓口等の情報提供体制の整備

感染症の発生段階に応じ、保健所や保健環境
研究所と連携し、患者等の特定や適切な感染
対策ができている

診療体制の整備



項番 項番 項番

1 1

2

3 2

4

5

6

7 4

1

住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう医
療・介護・介護予防・住まい・日常生活の支援が
一体的に提供される地域包括ケアシステムの実
現。

患者が望む場所での看取りに関する体制の構築が
できている。

3 急変時の対応可能な体制が構築できている。

看取りを実施する体制の整備

在宅医療機関を担う医療機関の整備を促進

医師・福祉・介護関係者等の多職種を対象とした
研修を実施

日常の療養支援に関する体制の構築ができてい
る。

在宅医療を担う関係機関の連携体制の構築を推進

24時間往診等が可能な体制整備を促進

在宅療養患者を円滑に受け入れる体制整備を促進

中間アウトカム 分野アウトカム

ロジックモデル（第２章８：在宅医療）

個別施策

入院医療機関と在宅医療に係る機関との連携体制
の構築を促進

円滑な在宅療養移行に向けての退院支援に関する
構築ができている。


